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第４章 計画の基本理念と基本的方向 
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第１節 計画の基本理念と将来見通し 

（１）計画の基本理念  

本市の平成 26 年 10 月 1 日現在の高齢化率は 20.6％と全国値と比べ低くなって

いますが、団塊の世代が高齢期に入っていることから、今後伸びていくものと見込ま

れます。特に、団塊の世代の市民が後期高齢期に入る平成 37 年（2025 年）に向

けて、高齢者のライフスタイルや生活意識、ニーズなどがさらに多様化していくこと

が予測されます。高齢期を迎えても、それぞれが、豊富な経験や知識、特技などを地

域社会に活かすことができる環境づくりとともに、互いに助け合い支え合う、参加と

協働による共助のまちづくりを進めることが求められています。 

その一方で、高齢化の進展は要介護者などの増加につながることから、介護予防対

策を通じて一人ひとりの健康寿命の延伸を図るとともに、介護・医療などの支援を必

要とする高齢者が、可能な限り住みなれた地域で個人の尊厳やその人らしい生き方が

尊重され、自立し安心して生活していくことができるよう、市民、事業者などと連携・

協働して、高齢者の地域生活を支えるシステムの構築・充実を図っていく必要があり

ます。 

これまで本市においては、第５期計画はもとより、市の総合振興計画の基本理念で

ある「元気・健やか・幸せのまちづくり」と、地域福祉計画の基本理念である「互い

を認め合い 支え合いの輪を広げ 地域のきずなを育む」を踏まえ、高齢者施策を推

進してきました。 

 

第６期計画では、団塊の世代が後期高齢期に入る平成 37 年（2025）年を見据え、

第５期計画で着手された地域包括ケアの考え方を発展させ、ひとり暮らしや要介護状

態になっても住みなれた地域で安心して暮らせる共生のまちづくりが一層重要とな

ります。 

 

このため、本計画においては、これまでの基本理念を踏まえるとともに、市民、関

係機関・団体、市がそれぞれの立場で高齢者を支えるための連携を強化していく中で、

高齢者が住みなれた地域で安心して、その人らしく暮らせる支え合いのまちづくりを

目指します。 

 

■計画の基本理念 

 

高齢者が住みなれた地域で安心して、 

その人らしく暮らせる支え合いのまち・吉川市 



 30

（２）将来人口推計 

① 将来人口の見通し 

本市の人口は平成26年度の69,413人から増加傾向で推移し、平成29年度には

71,414人（2.9％増）となるものと推計されます。65歳以上人口は平成26年度の

14,288人から平成29年度の16,133人へと1,845人（12.9％）増加し、高齢化率

も２％上昇して22.6％となる見込みです。 

 

■吉川市の将来推計人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実績 推計 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 32 年度 平成 37 年度

総人口 69,413 70,105 70,775 71,414 73,183 75,772

高齢者全体 14,288 15,029 15,622 16,133 17,069 17,617

 前期高齢者 9,313 9,643 9,730 9,736 9,354 7,345

後期高齢者 4,975 5,386 5,892 6,397 7,715 10,272

高齢化率 20.6% 21.4% 22.1% 22.6% 23.3% 23.3%

40～64 歳 23,411 23,503 23,703 23,895 24,712 26,346

＜出典＞住民基本台帳より 

  ※コーホート変化率法による推計。平成26年度は実績、各年10月１日現在、平成

27年以降は推計値 

※「コーホート変化率法」とは、各コーホート（同じ年（又は同じ期間）に生まれ

た人々の集団）について、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、そ

れに基づき将来人口を推計する方法である。 
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② 要介護（要支援）認定者数の見通し 

本市の要介護（要支援）認定者は年々増加し、平成29年度には2,159人、平成37

年度（2025年）には3,380人に増加すると見込まれます。65歳以上人口に占める割

合も、平成29年度には13.４％、平成37年度（2025年）には19.２％に上昇すると

見込まれます。 

 

■要介護（要支援）認定者数の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜出典＞第６期介護保険事業計画用ワークシートより平成 26 年度は 10 月 1 日現在 

      平成 27 年度以降は推計値 

 

■要介護（要支援）別認定者数の割合 

（平成 26 年度）               （平成 37 年度） 
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③ 介護サービス利用者（受給者）数の見込み 

第６期計画における介護サービス利用者数の見込みをみると、サービス利用者数は

平成 26 年度の 1,381 人から平成 29 年度には 1,870 人となり、489 人（35.4％）

の増加と見込まれます。 

その内訳では、居宅サービス利用者が、平成 26 年度の 943 人から平成 29 年度

には 1,101 人となり、158 人（16.8％）の増加となっています。 

また、施設・居住系サービス利用者については、平成 26 年度の 438 人から平成

29 年度には 769 人となり、331 人（７5.6％）の増加となっています。 

 

■第６期計画の介護サービス利用者（受給者）数の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出典＞第６期介護保険事業計画用ワークシートより平成 26 年度は 10 月 1 日現在 

      平成 27 年度以降は推計値 
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社会の担い手として地
域の中で互いに助け合
い、支え合います。 
今までの知識や経験を
活かして、生きがいを持
った生活を送ることが
できます。 

介護が必要になっても在
宅医療と介護が連携し、
24 時間、365 日、安心
して快適な生活を送るこ
とができるサービスを提
供します。 

第２節 地域包括ケアシステムの構築 

第 6 期計画が目指すこと～平成 37 年に向けて～ 

団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（2025 年）の将来像 

 

高齢者が可能な限り住みなれた地域で、尊厳を保ち、その有する能力に応じて自立

した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び生活支援

が一体的に提供され、高齢者一人ひとりが自分らしい生活を人生の最後まで営むこと

ができる地域をつくります。 

■吉川市の地域包括ケアシステムの構築イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通所・入所
通院・入院

往診 

介護 医療 

・医師 ・歯科医師

・薬剤師 

・看護師 など 

住まい 

自宅・サービス付き高齢者向け住宅

など 

専 門 医

かかりつけ医

・地域包括支援センター 

・ケアマネージャー 

社会福祉協議会 

介護事業所 

行 政 

施設・居住系サービス

・訪問介護・通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・短期入所生活介護 

・福祉用具など 

・介護老人福祉施設 

・介護老人保健施設 

・認知症対応型共同 

生活介護など 

生活支援・介護予防

・自治会      ・老人クラブ 

・老人福祉センター ・ＮＰＯ 

・公民館(サークル)  ・ボランティア 

・地域型介護予防事業・ボランティアセンター

（なまらん体操） 

居宅系サービス 

介護予防サービス 

・タクシー会社 ・バス会社 

・新聞店   ・トラック会社 

・銀行    ・介護事業所 

民生委員 

地域住民 
高齢者 

要援護者見守りネットワーク
身近なところに相談
窓口があり自分に合
った必要なサービス
や支援（生活支援、見
守り）を受けることが
できます。 

健康は自らつくるもの、健やかで充実した
生涯を送れるように健康づくり、介護予防
に積極的に取り組んでいます。 

・訪問看護 
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第３節 日常生活圏域の設定 

第６期計画においては、第５期計画に引き続き３つの日常生活圏域を設定し、各地

域包括支援センターを中核として地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

■吉川市の日常生活圏域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３圏域 

圏域人口：●●人

高齢者数：●●人

高齢化率：●●％

圏域人口：24,282 人 

高齢者数：4,713 人 

高齢化率：19.4％ 

ひとり暮らし ：780 世帯

高齢者のみ世帯：833 世帯

【第１圏域】 

上内川、下内川、八子新田、鍋小路、 

川藤、南広島、拾壱軒、旭、須賀、川野、

川富、関、吉川、きよみ野、吉川団地、

平沼の一部 

【第２圏域】 

三輪野江、土場、飯島、半割、

加藤、吉屋、関新田、上笹塚、

会野谷、中井、鹿見塚、皿沼、

中島、小松川、二ツ沼、 

平方新田、深井新田、栄町、 

新栄、中野、 

保の一部（二郷半用水東側）、

平沼の一部（二郷半用水東側）

【第３圏域】 

平沼の一部（二郷半用水西側）、平沼一丁目、 

保の一部（二郷半用水西側）、保一丁目、共保、

木売、高富、高久、中曽根、道庭、美南、富新田、

木売新田、中川台 

圏域人口：21,382 人 

高齢者数：5,499 人 

高齢化率：25.7％ 

ひとり暮らし ：969 世帯

高齢者のみ世帯：976 世帯

圏域人口：23,429 人 

高齢者数：3,718 人 

高齢化率：15.9％ 

ひとり暮らし ：701 世帯

高齢者のみ世帯：629 世帯

※人口などは平成 26 年 4 月 1 日現在
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第４節 計画目標と施策の体系 

（１）基本目標 

計画の基本理念の「高齢者が住みなれた地域で安心して、その人らしく暮らせる支

え合いのまち・吉川市」を目指して、次の６つの基本目標を設定し、施策を推進して

いきます。 

 

基本目標１：介護予防の推進と健康寿命の延伸 

高齢になっても、心身ともに健康でいきいきと暮らしていけるように、健康の保持

増進、疾病予防の推進、介護予防体制の充実を図ります。 

 

基本目標２：生きがい活動・社会参加の促進 

高齢者が自分の能力を活かし、社会の一員として生きがいのある生活を送れるよう

に、高齢者の自主性を基本に、生きがい・交流活動や社会参画活動の推進を図ります。 

 

基本目標３：地域における自立支援サービスの充実 

住みなれた地域で、自分らしく自立した日常生活を営めるように、地域包括支援セ

ンターによる支援をはじめとし、多様な主体による日常生活サービスの提供、認知症

支援対策の充実、在宅医療と介護の連携強化などを推進します。 

 

基本目標４：安心と尊厳保持のためのサービスの充実 

いつまでも自分らしく安定した暮らしを続けることができるよう、ニーズに合った

高齢者福祉サービスの提供を行うとともに、高齢者の相談体制を充実し、高齢者の権

利擁護を推進します。 

 

基本目標５：介護保険サービスの充実 

介護を必要とする高齢者を支えるために、介護保険制度改正への対応のもとに、介

護保険サービスの質と量を確保して、介護相談体制の充実、介護給付の適正化、低所

得者への支援などを推進し、介護保険事業の円滑な運営、質の充実を図ります。 

 

基本目標６：だれもが暮らしやすいまちづくり 

加齢により身体機能の低下や障がいが生じた場合でも、住みなれた地域で安心して

暮らせるように、住宅のバリアフリー化の推進、居住の場の確保、安全なまちづくり

の推進を図ります。 
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（２）施策の体系 

【基本目標】              【施 策】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生きがい活動・ 

社会参加の促進

１ 生きがい活動の支援 

２ 高齢者の参加・参画による社会活動の支援

３ 地域における自立支援 

サービスの充実

１ 見守り体制の構築 

２ 地域包括支援センタ－の機能充実 

４ 認知症施策の充実 

５ 在宅医療と介護の連携強化 

１ 介護予防の推進と 

健康寿命の延伸

１ 健康づくり・疾病予防の推進 

３ 介護予防事業の推進 

２ 介護予防の普及・啓発 

４ 介護予防支援事業の円滑な移行 

５ 介護予防事業の把握・評価事業の取組み

５ 介護保険サービスの充実

１ 居宅サービスの充実 

５ サービスの質の向上のための基盤整備 

３ 施設サービスの充実 

６ だれもが暮らしやすい 

まちづくり

１ 外出しやすい環境づくり 

１ 高齢者福祉サービスの充実 

４ 安心と尊厳保持 

のためのサービスの充実

３ 生活支援サービスの充実 

２ 相談体制の充実 

４ 予防サービスの提供体制の構築 

３ 高齢者の権利擁護の推進 

３ 住まいの確保 

２ 地域密着型サービスの充実 

２ 高齢者の暮らしと安全の確保 
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